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献
血
に
ご
協
力
を
！

　

病
気
や
交
通
事
故
な
ど
で
大
量

に
出
血
さ
れ
た
患
者
さ
ん
の
命
を

救
う
た
め
に
は
輸
血
が
必
要
で
す
。

そ
の
輸
血
用
の
血
液
確
保
の
た
め

に
「
献
血
」
が
必
要
で
す
。
血
液
は

生
き
た
細
胞
で
あ
る
た
め
、
人
間
の

体
の
中
で
し
か
造
ら
れ
ず
、
人
工
的

に
造
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、
輸
血
用
血
液
は
長
い
間
保
存
す

る
が
で
き
ま
せ
ん
。
輸
血
で
人
を
救

う
た
め
に
は
、
献
血
し
て
い
た
だ
く

し
か
方
法
が
な
い
の
で
す
。

　

健
康
な
あ
な
た
の
血
液
を
社
会

に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。

　

献
血
へ
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

日
時　

平
成
22
年
８
月
３
日
（
火
）

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

場
所　

い
き
い
き
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
昨
年
度
町
で
実
施
さ
れ
た
献

血
に
お
い
て
、
女
性
の
方
で

「
４
０
０
ml
献
血
」
を
さ
れ
た
方

は
年
間
総
献
血
量
を
超
え
て
し

ま
う
た
め
、
今
回
は
「
４
０
０

ml
献
血
」
は
で
き
ま
せ
ん
。

福
祉
保
健
課

お問い合わせは　いきいき健康福祉センター　保健係　TEL 25-4000

　これまで日本脳炎ワクチン接種の積極的な勧奨を差し控えておりましたが、平成

21 年６月に新しいワクチン「乾燥細胞培養ワクチン」が定期接種（1 期初回・追加）

のワクチンとして位置づけられました。さらに本年４月 1 日より第 1 期の標準接種

期間に該当する方（平成 22 年度においては、3 歳のお子さん）に対して積極的勧奨

を再開しています。

　そのため、対象年齢であれば他のお子さんも接種は受けられます。

１　現行の日本脳炎定期予防接種のスケジュールは次のようになっています。

　○第 1 期（3 回）　初回接種（２回）：生後６か月以上７歳６か月未満 ( 標準として３歳 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6 日から 28 日までの間隔をおいて 2 回接種）

　　　　　　　　　 追加接種（１回）：初回接種後おおむね１年後（標準として４歳）

　○第 2 期（1 回）：９歳以上 13 歳未満（標準として９歳）現時点では接種できません。

　　　　　　　　　（国の方針が決まり次第周知します）

２　すでに配布してあります予診票を使用してください。

　　定期接種対象期間内（７歳６か月未満）であれば費用は無料（公費負担）です。

　　お手元に予診票がない場合は、いきいき健康福祉センター保健係までご連絡ください。

３　接種の勧奨を差し控えたことにより予診票を配布していないお子さんには、個別に予

診票を送付しました。

　○また、第１期初回接種２回と追加接種が７歳６か月未満までに必ず終了するようご注

意ください。

４　「乾燥細胞培養ワクチン」接種による副反応について、ＡＤＥＭ（アデム・急性散在

性脳脊髄炎）の発生頻度は現時点では不明です。今後も十分な注意が必要です。

５　接種にあたっては、主治医にご相談ください。

乳幼児の保護者のみなさんへ

日本脳炎の予防接種が再開となりました !

町
か
ら
の
お
知
ら
せ

そ
の
他
の
お
知
ら
せ

保
育
所
・
児
童
館

行
事
予
定
・
人
の
う
ご
き
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　西桂町情報公開条例の規定に

従い、21 年度中の各機関の情報

公開について下記のとおり公表

します。

ア
ク
テ
ィ
ブ
ク
ラ
ス
（
体
操
教
室
）
を
開
催
し
ま
す
。

　

肥
満
・
生
活
習
慣
病
予
防
等
の
改
善

の
場
と
し
て
、
65
歳
未
満
の
方
を
対
象

に
ア
ク
テ
ィ
ブ
ク
ラ
ス
を
開
催
し
ま

す
。
健
康
体
操
を
と
お
し
て
「
生
活
習

慣
病
予
防
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
」

　

こ
の
機
会
に
、
是
非
ご
参
加
下
さ
い
。

日
　
時　

７
月
９
日
～
12
月
17
日

　
　
　
　

計
24
回　

毎
週
金
曜
日

　
　
　
　

午
後
８
時
～
９
時

場
　
所　

い
き
い
き
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
　
容　

リ
ズ
ム
体
操
・
腰
痛
改
善

予
防
体
操
・
肩
こ
り
予
防
体

操
を
行
い
、
教
室
前
と
教
室

後
の
体
脂
肪
率
・
腹
囲
の
測

定
を
行
い
ま
す
。

機
関
・
薬
局
を
受
診
等
す
る
際
に
は
、
次

の
こ
と
を
留
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
休
日
や
夜
間
に
開
い
て
い
る
救
急
医
療
機

関
は
、
緊
急
性
の
高
い
患
者
さ
ん
を
受

け
入
れ
る
た
め
の
も
の
で
す
。
平
日
の

時
間
内
に
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
か
、
も
う
一
度
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

●
か
か
り
つ
け
の
医
師
を
持
ち
、
気
に

な
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
ま
ず
は
か
か

り
つ
け
の
医
師
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

●
同
じ
病
気
で
複
数
の
医
療
機
関
を
受

診
す
る
こ
と
は
控
え
ま
し
ょ
う
。
医

療
費
を
増
や
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な

く
、
重
複
す
る
検
査
や
投
薬
に
よ
り

か
え
っ
て
体
に
悪
影
響
を
与
え
て
し

ま
う
な
ど
の
心
配
も
あ
り
ま
す
。
今

受
け
て
い
る
治
療
に
不
安
な
ど
が
あ

る
と
き
に
は
、
そ
の
こ
と
を
医
師
に

伝
え
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

●
薬
が
余
っ
て
い
る
と
き
は
、
医
師
や

薬
剤
師
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。（
薬
の

も
ら
い
す
ぎ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
）

●
薬
は
飲
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
は
、
副

作
用
を
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

お
薬
手
帳
の
活
用
な
ど
に
よ
り
、
既

に
処
方
さ
れ
て
い
る
薬
を
医
師
や
薬

剤
師
に
伝
え
、
飲
み
合
わ
せ
に
は
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

●
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
）
は
、
先
発
医
薬
品
と
同
等
の
効

能
効
果
を
持
つ
医
薬
品
で
あ
り
、
費

用
が
先
発
医
薬
品
よ
り
も
安
く
す
み

ま
す
。
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望

カ
ー
ド
」
を
医
療
機
関
や
薬
局
に
提

示
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
後
発
医

薬
品
の
利
用
に
つ
い
て
相
談
に
の
っ

て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

募
　
集　

随
時
受
付

講
　
師　

健
康
運
動
指
導
士

問
合
先　

西
桂
町
役
場
（
国
保
担
当
）

　
　
　
　

い
き
い
き
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

（
保
健
係
）

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

～
医
療
機
関
・
薬
局
の
受
診
等
に　

　
　
　
　
　

あ
た
っ
て
の
留
意
点
～

　

現
在
、
休
日
や
夜
間
に
お
い
て
、
軽
症

の
患
者
さ
ん
の
救
急
医
療
へ
の
受
診
が

増
加
し
、
緊
急
性
の
高
い
重
症
の
患
者
さ

ん
の
治
療
に
支
障
を
き
た
す
ケ
ー
ス
が

発
生
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
病
院
勤
務

医
の
負
担
が
過
重
と
な
る
原
因
の
ひ
と

つ
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
必
要
な
人
が
安

心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
と
と
も
に
、
最
終
的
に
保
険
税
や
窓
口

負
担
と
し
て
皆
様
に
ご
負
担
い
た
だ
く

医
療
費
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
、
医
療

　県内の交通事故多発地点に指定（西桂町役場前交差点）

去る５月 31 日（月）に現地調査・検討会が実施されました。

交通事故多発地点（西桂町役場前交差点）

現地調査・検討会実施

注意！！　近隣地市町村居住者による交通事故が多発している。

◎車を運転する時は、車間距離をあけ、交差点については安全確

認を心がけましょう。

総
　
務

　
課

税
務
住
民
課

情報公開実施状況

町
か
ら
の
お
知
ら
せ

そ
の
他
の
お
知
ら
せ

保
育
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児
童
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・
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の
う
ご
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期日をご確認のうえ納め忘れあるいは残高不足のないようにご注意ください。

また各納期限までに納付がない場合には、翌月 20 日頃に督促状がお手元に届きますので、ご了

承ください。

■ 保険料の軽減について

平成 22 年度の保険料の軽減については前年と同様になります。　

【軽減一覧表】

平成 22 年度では後期高齢者医療保険料の軽減は次のようになっております。

◆均等割軽減
　軽減判定対象総所得金額等が次に該当する世帯の被保険者は、下記の均等割額が軽減されます。

※基礎控除額などは税制改正などで今後変わることがあります。

※判定時は、世帯主及び被保険者の軽減判定の総所得金額等にて判定します。

※公的年金を受給されている方は、判定時に 15 万円が控除されます。

◆所得割軽減（恒久的措置）
　賦課のもととなる金額が、58 万円を超えない被保険者については、所得割額が一律 5 割軽減

されます。

◆被用者保険の被扶養者に対する 9割軽減
　被用者保険の被扶養者であった場合には、所得割額は発生せず、均等割額は 9 割軽減されます。

均等割軽減額は、34,839 円となるため、保険料額は 3,870 円となります。

問合先　税務住民課　住民係　

平成22年度　後期高齢者　　　　医療についてのお知らせ
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■ 後期高齢者医療被保険者証について

　新しく有効期限が平成 23 年 7 月 31 日の後期高齢者医療被保険者証が交付されます。

　新しい後期高齢者医療被保険者証は薄緑青となります。

　被保険者の皆様のお手元には 7 月下旬には簡易書留にて郵送されます。新しい被保険者証は

お手元に届きました日よりお使いになることができます。

　現在お使いのものにつきましては、8 月以降お使いになれません。古い被保険者証につきまし

ては個人情報が記載をされていますので、裁断するなどして廃棄していただきますようお願いし

ます。

■ 限度額適用・標準負担額減額認定証について

　限度額適用・標準負担額減額認定証につきましては平成 22 年 8 月 1 日より新しいものとなり

ます。こちらの証の色は変更ありませんが、有効期限が平成 23 年 7 月 31 日までのものとなり、

被保険者証に同封し郵送いたします。

　前年度交付を受けている方で今年度も適用要件に該当する場合は、引き続き交付させていただ

きます。

■ 平成 22 年度後期高齢者医療保険料について

　平成 22 年 7 月に平成 22 年度後期高齢者医療保険料が決定されます。平成 22 年度後期高齢

者医療保険料は平成 21 年中の年金や給与・農業・不動産といった収入に基づいて算定され、平

成 22 年 4 月から翌年 3 月までの 1 年間分をそれぞれの納付方法に応じた納期回数で除した金額

で各期納めていただきます。

　今年度の 7 月算定時に賦課対象とする被保険者の方は平成 22 年 7 月 1 日までに資格を取得さ

れている方が原則対象となっています。また以降の月において、資格を取得した被保険者の方へ

は、取得月の翌月に通知書等を送付いたします。

■ 納付方法について

　特別徴収（年金より直接天引き）の方には、7 月中旬に保険料決定通知書及び納入通知書が送

付され、10 月以降（12 月、翌年 2 月）に天引きされます。

　また翌年度 4 月以降の仮徴収額は、2 月時の特別徴収額と同額になります。

　既に仮徴収されている方は、本算定された年額から 4・6・8 月に納めていただいた金額を控

除した差額が 10・12・翌年 2 月の 3 回に分けて天引きされます。

　普通徴収の方（納入書等により直接金融機関等で納める方あるいは口座振替を申請された方）

は、7 月中旬に保険料決定通知書及び納入書が送付されます。納期は年 8 回（7 月から翌年 2 月

まで毎月）となっております。

　口座振替の方については通知書に記載された納期限に口座より引き落としされます。

平成22年度　後期高齢者　　　　医療についてのお知らせ

5 過去の広報誌を町のホームページで見ることができます。「http://www.town.nishikatsura.yamanashi.jp」にアクセス！
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農
地
転
用
規
制
の
強
化
に
つ
い
て

　

農
地
区
分
の
判
断
基
準
等
が
平

成
22
年
６
月
１
日
よ
り
見
直
さ
れ

ま
す
。

　

｢

農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律｣

（
平
成
21
年
12
月
15
日
施
行
）

に
よ
り
、
農
地
の
区
分
の
要
件
・

判
断
基
準
等
（
市
街
化
区
域
以
外
）

が
見
直
さ
れ
、
農
地
転
用
許
可
基

準
が
厳
格
化
さ
れ
ま
す
。

　

改
正
農
地
法
で
は
、
優
良
農
地

の
確
保
を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、

①
第
１
種
農
地
の
集
団
性
基
準
の

厳
格
化
（
改
正
前
20 

ha
以
上
→

改
正
後
10 

ha
以
上
）

②
第
１
種
農
地
の
転
用
不
許
可
の

例
外
事
由
の
厳
格
化

③
第
３
種
農
地
の
該
当
基
準
の
厳

格
化

等
の
、
改
正
が
あ
り
ま
し
た
。
（
平

成
21
年
12
月
15
日
改
正
）

　

こ
れ
ら
の
規
制
強
化
事
項
に
つ

い
て
は
、
平
成
22
年
６
月
１
日
申

請
分
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
、
転
用
許
可
の
見
込
み
あ

り
と
し
て
農
用
地
地
区
か
ら
の
除

外
を
行
っ
た
土
地
で
あ
っ
て
も
、

転
用
許
可
で
き
な
く
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

し
得
た
る
も
の
に
つ
い
て
代

替
性
要
件
を
追
加
し
ま
す
。

イ
．
既
存
施
設
を
拡
張
す
る
場
合

に
認
め
ら
れ
る
第
１
種
農
地

の
転
用
面
積
を
既
存
施
設
の

敷
地
面
積
以
下
か
ら
既
存
施

設
の
敷
地
面
積
の
１
／
２
以

下
に
引
き
下
げ
ま
す
。

ウ
．
隣
接
地
と
一
体
と
し
て
同
一

の
事
業
の
目
的
の
た
め
に
農

地
転
用
を
行
お
う
と
す
る
場

合
に
認
め
ら
れ
る
第
１
種
農

地
の
転
用
面
積
の
割
合
を
全

体
面
積
の
１
／
２
以
下
か
ら

１
／
３
以
下
に
引
き
下
げ
ま

す
。

【
４
．
第
３
種
農
地
の
該
当
基
準
の

厳
格
化
】

　

第
３
種
農
地
は
原
則
と
し
て
転

用
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
３

種
農
地
の
該
当
基
準
を
厳
格
化
す

べ
く
、
現
行
規
定
で
は
１
．
水
管
、

下
水
管
又
は
ガ
ス
管
が
埋
設
し
て

い
る
道
路
（
幅
員
４
ｍ
以
上
）
の

沿
道
の
区
域
で
あ
っ
て
、
か
つ
２
．

申
請
に
係
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
か
ら
お
お
む
ね
５
０
０
ｍ
以
内

に
２
以
上
の
教
育
施
設
、
医
療
施

設
そ
の
他
の
公
共
施
設
・
公
益
施

設
が
存
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の

を
、
１
．
に
つ
い
て
、
水
管
、
下

水
道
管
又
は
ガ
ス
管
の
う
ち
２
種

類
以
上
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
し
ま
す
。

【
１
．
国
又
は
都
道
府
県
が
行
う
公

共
転
用
に
係
る
法
定
協
議
制
度
】

　

国
又
は
都
道
府
県
が
病
院
、
学

校
等
の
公
用
施
設
の
設
置
の
た
め

に
行
う
農
地
転
用
に
つ
い
て
は
許

可
不
要
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
優

良
農
地
の
一
部
に
つ
い
て
公
共
転

用
が
行
わ
れ
る
と
、
そ
の
周
辺
の

一
団
の
優
良
農
地
も
転
用
さ
れ
て

し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
国
又
は
都
道
府
県
が
行
う
農

地
転
用
に
つ
い
て
、
許
可
権
者
と

の
協
議
を
通
じ
て
農
業
上
支
障
の

な
い
農
地
を
選
定
さ
せ
る
よ
う
誘

導
す
る
制
度
で
す
。

【
２
．
第
１
種
農
地
の
集
団
性
基
準

の
厳
格
化
】

　

第
１
種
農
地
は
原
則
と
し
て
転

用
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
（
例
外
規

定
は
あ
り
ま
す
。
）
第
１
種
農
地
の

集
団
性
基
準
に
つ
き
ま
し
て
、
現

行
の
「
お
お
む
ね
20 

ha
以
上
」
か

ら
「
お
お
む
ね
10 

ha
以
上
」
に
引

き
下
げ
ま
す
。

【
３
．
第
１
種
農
地
の
転
用
不
許
可

の
例
外
事
由
の
厳
格
化
】

　

優
良
農
地
を
確
保
す
る
観
点
か

ら
、
第
１
種
農
地
の
転
用
不
許
可

の
例
外
事
由
を
厳
格
化
す
べ
く
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
ま
す
。

ア
．
第
１
種
農
地
の
転
用
不
許
可

の
例
外
事
由
の
う
ち
転
用
許

可
の
際
に
位
置
選
定
を
誘
導

（
農
地
法
改
正
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
）

１
農
地
貸
借
の
緩
和
と
農
地
利
用

の
責
務
が
明
確
化
（
農
地
法
２
条
、

３
条
）

（1）
別
居
し
て
る
場
合
で
も
２
親
等

以
内
の
親
族
（
配
偶
者
、
父
母
、

子
、
祖
父
、
母
、
孫
、
兄
弟
姉
妹
）

は
世
帯
員
と
し
て
判
断
さ
れ
ま

す
。（
農
地
法
２
条
２
項
）

（2）
農
地
の
権
利
を
有
す
る
者
は
、

農
地
を
適
正
か
つ
効
率
的
に
利

用
す
る
責
務
を
有
す
る
旨
、
法

律
に
明
記
さ
れ
ま
す
（
農
地
法

２
条
の
２
）

（3）
農
業
生
産
法
人
の
出
資
制
限
が

緩
和
さ
れ
る
（
農
地
法
２
条
３

項
）
ほ
か
、
農
業
協
同
組
合
（
連

合
会
を
含
む
）
も
、
農
地
の
貸

借
に
よ
り
農
業
経
営
が
行
え
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。（
農
業
協
同

組
合
法
11
条
の
31
、
農
地
法
３

条
２
項
）

（4）
農
地
の
貸
借
に
つ
い
て
、
「
農
業

生
産
法
人
以
外
の
法
人
（
業
務
執

行
役
員
の
う
ち
１
人
以
上
の
者
が

農
業
に
常
時
従
事
）」
や
「
農
作

業
常
時
従
事
者
以
外
の
個
人
」
に

も
、
権
利
が
設
定
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
毎
年
、
農

地
の
利
用
状
況
を
農
業
委
員
会
に

報
告
す
る
義
務
が
発
生
し
ま
す
。

（
農
地
法
３
条
３
項
、
６
項
）

（5）
相
続
に
よ
っ
て
農
地
を
取
得
し

た
人
は
、
農
地
の
あ
る
市
町
村
の

農
業
委
員
会
に
届
出
が
必
要
に

な
り
ま
す
。（
農
地
法
３
条
の
３
）

届
出
を
し
な
か
っ
た
り
、
虚
偽

の
届
出
を
し
た
者
は
、
10
万
円

以
下
の
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
（
農
地
法
69
条
）

２
農
地
転
用
規
制
の
厳
格
化
（
農

地
法
４
条
、
５
条
）

（1）
違
反
転
用
に
対
す
る
罰
則
が
強

化
さ
れ
ま
す
。
都
道
府
県
知
事

等
に
よ
る
行
政
代
執
行
制
度(

農

地
法
51
条)

が
創
設
さ
れ
る
と

と
も
に
違
反
転
用
に
お
け
る
原

状
回
復
命
令
違
反
者
も
、
違
反

転
用
と
同
様
に
３
年
以
下
の
懲

役
ま
た
は
３
０
０
万
円
以
下
の

罰
金
（
農
地
法
64
条
）
法
人
の

場
合
は
１
億
円
以
下
の
罰
金
（
農

地
法
67
条
）
と
な
り
ま
す
。

（2）
国
又
は
都
道
府
県
が
公
共
施
設
の

設
置
を
す
る
た
め
の
農
地
転
用
に

つ
い
て
は
、
許
可
不
要
で
あ
り
ま

す
が
、
病
院
、
学
校
等
の
公
共
施

設(

省
令
で
定
め
る)

は
許
可
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

３
遊
休
農
地
対
策
の
強
化(

農
地

法
30
条
～
44
条)

（1）
農
業
委
員
会
が
全
て
の
遊
休
農

地
を
対
象
に
指
導
、
勧
告
を
行

う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

（2）
農
地
が
遊
休
化
さ
れ
れ
ば
、
相

続
税
納
税
猶
予
の
適
用
を
受
け

て
い
る
場
合
、
猶
予
期
限
の
確

定
と
な
り
、
猶
予
税
額
を
利
子

税
と
合
わ
せ
て
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

産
業
振
興
課

6西桂町役場☎ 25-2121　　教育委員会（YLO会館）☎ 25-2941　　いきいき健康福祉センター☎ 25-4000

町
か
ら
の
お
知
ら
せ

保
育
所
・
児
童
館

行
事
予
定
・
人
の
う
ご
き

そ
の
他
の
お
知
ら
せ



夏
の
Ｅ
ｙ
ｅ
愛
ひ
と
み
相
談
会

　

お
子
さ
ま
の
見
え
方
に
つ
い
て
不

安
を
感
じ
て
い
る
方
、
成
人
さ
れ
て

か
ら
目
に
障
害
を
持
ち
悩
ん
で
い
る

方
、
視
覚
に
課
題
が
あ
る
子
ど
も
さ

ん
を
指
導
さ
れ
て
い
る
先
生
な
ど
、

目
の
こ
と
で
お
悩
み
の
方
は
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
日
時
及
び
会
場

　

７
月
10
日(

土)

、
７
月
11
日(

日)

、

　

８
月
28
日(

土)

　

山
梨
県
立
盲
学
校

　

(

甲
府
市
下
飯
田
２
―
10
―
２

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
５
５
―
２
２
６
―
３
３
６
１)

　

８
月
29
日(

日)

　

山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
支
援
学
校　

文
化
交
流
館

　

(

韮
崎
市
旭
町
上
條
南
割
３
２
５
１
―
１

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
５
５
１
―
２
２
―
６
１
３
１)

　

時
間
は
い
ず
れ
も
午
前
10
時
か
ら

午
後
３
時
ま
で
。

*

こ
れ
は
本
校
の
入
学
相
談
会
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

○
相
談
費
用

　

無
料

○
申
し
込
み
方
法

　

前
日
ま
で
に
電
話
で
申
し
込
み
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

受
付
時
間
は
、
平
日
午
前
９
時
か

ら
午
後
５
時
ま
で
。

○
問
い
合
わ
せ
先

　

山
梨
県
立
盲
学
校　

　

Ｅ
ｙ
ｅ
愛
ひ
と
み
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　

担
当
：
佐
田

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
５
５
―
２
２
６
―
３
３
６
１

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
５
５
―
２
２
６
―
３
３
６
２

○
場
所
及
び
時
間
帯

　

山
梨
県
立
盲
学
校

【
学
校
見
学
及
び
入
学
相
談
】

・
年
間
通
し
て
電
話
及
び
メ
ー
ル
に

よ
る
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

・
毎
週
月
曜
日
午
前
９
時
か
ら
正
午
、

毎
週
木
曜
日
午
後
１
時
30
分
か
ら

３
時
ま
で
を
学
校
見
学
及
び
入
学

相
談
日
と
し
て
設
定
し
て
い
ま
す
。

【
授
業
見
学
週
間
】

平
成
22
年
７
月
12
日(

月)

～
７
月
16
日(

金)

・
高
等
部
本
科
保
健
理
療
科
、
専
攻

科
保
健
理
療
科
及
び
専
攻
科
理
療

科
の
授
業
を
公
開
し
ま
す
。

○
入
学
条
件
お
よ
び
取
得
で
き
る

受
験
資
格

【
高
等
部
本
科
保
健
理
療
科
】

・
中
学
校
卒
業
者(

卒
業
見
込
み)

ま
た
は
そ
れ
と
同
等
の
学
力
の
方

・
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
国
家

学
校
見
学
及
び
入
学
相
談

　

山
梨
県
立
盲
学
校
は
、
視
覚
障
害
の

あ
る
方
の
職
業
自
立
を
目
指
し
た
職
業

学
科
が
高
等
部
に
設
置
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
視
力
が
弱
い
た
め
に
車
の
運
転
が

で
き
な
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り
就
職
問

題
で
悩
ん
で
い
る
方
、
視
力
低
下
に
伴

い
現
在
の
仕
事
が
難
し
く
な
っ
て
い
る

方
、
中
学
校
・
高
等
学
校
卒
業
後
、
適

当
な
進
路
が
見
つ
か
ら
な
い
方
や
そ
の

御
家
族
、
ま
た
そ
う
し
た
方
々
を
支
援

さ
れ
て
い
る
皆
様
に
ぜ
ひ
、
本
校
に
つ

い
て
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

本
校
で
は
、
そ
の
よ
う
な
皆
様
に
学

校
見
学
及
び
入
学
相
談
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
お
気
軽
に
御
来
校
く

だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

試
験
受
験
資
格

【
高
等
部
専
攻
科
保
健
理
療
科
及
び

高
等
部
専
攻
科
理
療
科
】

・
高
等
学
校
卒
業
者(

卒
業
見
込
み)

ま
た
は
そ
れ
と
同
等
の
学
力
の
方

・
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り

師
、
き
ゅ
う
師
国
家
試
験
受
験
資
格

○
申
し
込
み
方
法

　

事
前
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　

受
付
時
間

　

平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

○
問
い
合
わ
せ
先

　

山
梨
県
立
盲
学
校

　

(

甲
府
市
下
飯
田
２
―
10
―
２)

　

教
育
係　

担
当

：

白
倉　

保
坂

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
５
５
―
２
２
６
―
３
３
６
１

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
５
５
―
２
２
６
―
３
３
６
２

　

E
-m

a
il  y

sv
i@

k
a
i.e

d
.jp

場
所　

県
立
ろ
う
学
校(

山
梨
市
大

野
１
０
０
９)　

幼
児
指
導
室

対
象
児　

０
歳
児
か
ら

相
談
内
容

①
お
子
さ
ま
の｢

き
こ
え｣

と｢

こ

と
ば｣

に
関
す
る
悩
み
の
相
談

②｢

き
こ
え｣

と｢
こ
と
ば｣

に
不

安
の
あ
る
お
子
さ
ま
へ
の
か
か
わ

り
方
の
ア
ド
バ
イ
ス(
育
児
相
談)

③
聴
力
測
定

④
補
聴
器
相
談

申
込
方
法

　

事
前
に
電
話
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
日
時
を

予
約
し
て
く
だ
さ
い(

締
め
切
り
は

夏
休
み
子
ど
も
の｢

き
こ
え｣

と｢

こ
と
ば｣

の
相
談
会

～
ろ
う
学
校｢

き
こ
え
と
こ
と
ば

の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー｣

～

　

お
子
さ
ま
の｢

き
こ
え｣｢

こ
と
ば｣

の
こ
と
で
不
安
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

少
し
で
も
不
安
の
あ
る
方
は
、
こ
の

機
会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
専
門
の
教

員
が
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。
来
校
さ
れ

る
の
が
難
し
い
方
は
、
電
話
や
メ
ー
ル

で
の
相
談
も
受
け
て
お
り
ま
す
。

日
時　
　

平
成
22
年
７
月
14
日(

水)

　
　
　
　

～
７
月
17
日(

土)

７
月
９
日(

金)

午
後
５
時
ま
で)

☆
費
用
は
一
切
か
か
り
ま
せ
ん
。

☆
完
全
個
別
予
約
制
で
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

☆
電
話
や
Ｅ
―
メ
ー
ル
で
の
相
談
も
常

時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

相
談
期
間
中
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

☆
こ
の
相
談
会
は
ろ
う
学
校
入
学

と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先

　

ろ
う
学
校｢

き
こ
え
と
言
葉
の

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー｣

（
手
塚
）

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
５
５
３
―
２
２
―
１
３
７
８

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
５
５
３
―
２
２
―
６
４
１
９

　

E
-m

ail　
S
od

an
@

rog
ak

o.k
ai.ed

.jp

少
年
補
導
員(

少
年
警
察
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア)

が
県
警
本
部

長
よ
り
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
! !

　

第
22
期
少
年
補
導
員
の
総
会
に

先
立
ち

西
桂
地
区
担
当

　
　

高
尾
一
男
さ
ん

　
　

遠
山
幸
夫
さ
ん

が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。｢

少
年
の
非

行
防
止
と
健
全
育
成｣

を
目
指
し

て
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
ご
期

待
申
し
上
げ
ま
す
。

大
月
警
察
署
管
内

　

少
年
補
導
員
連
絡
協
議
会

留
学
生
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
募
集

　

米
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
留
学

生
と
気
軽
に
交
流
し
て
い
た
だ
け

る
ご
家
庭
を
募
集
し
ま
す
。
英
語
を

教
え
て
も
ら
っ
た
り
、
日
本
語
を
教

え
て
あ
げ
た
り
、
留
学
生
と
楽
し
く

異
文
化
交
流
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

興
味
の
あ
る
方
は
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

都
留
文
科
大
学　

国
際
交
流
室　

電
話

：

０
５
５
４
―
４
３
―
４
３
４
１

　

滝
口
・
小
林

メ
ー
ル

　

fum
i@tsuru.ac.jp<m

ailto:fum
i@tsuru.ac.jp

〉 

　

小
林
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町
か
ら
の
お
知
ら
せ

保
育
所
・
児
童
館

行
事
予
定
・
人
の
う
ご
き

そ
の
他
の
お
知
ら
せ



富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
で
は

西
桂
町
の
町
民
の
方
を
対
象
に

特
別
料
金
を
設
定
し
ま
し
た
。

期
間　

平
成
22
年
７
月
16
日(

金)

～

　
　
　

７
月
31
日(
土)

設
定
料
金

※
免
許
証
等
、
西
桂
町
に
在
住
し
て

い
る
こ
と
が
証
明
で
き
る
も
の
を

ご
持
参
下
さ
い
。

※
小
学
生
は
、
名
札
を
ご
持
参
い
た

だ
け
れ
ば
、
対
象
と
し
ま
す
。

問
合
せ
先

　

㈱
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
販
売
促
進
部

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
５
５
５
―
２
４
―
６
８
８
８

　
訓
練
生
募
集
の
ご
案
内

＜

パ
ソ
コ
ン
科＞

訓
練
期
間

　

８
月
末
～
10
月
末(

２
ケ
月
間)

索
と
抽
出
、
関
数
機
能
、
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ル
に
ま

た
が
っ
た
表
計
算
及
び
デ
ー

タ
集
計
、
フ
ァ
イ
ル
間
の
連

結
機
能
等
を
習
得
し
ま
す
。

対
象
者　

“
エ
ク
セ
ル
”
の
基
礎
知
識

を
習
得
し
て
い
る
方
。

受
付
開
始
日　

７
月
６
日(

火)

●
商
業
簿
記
入
門
〔
Ⅰ
及
び
Ⅱ
〕

日
　
程　

９
月
16
日(

木)

、
17
日(

金)

、

21
日(

火)

、
24
日(

金)

、
27
日

(

月)

、
28
日(

火)

、
30
日(

木)

、

10
月
１
日(

金)

、
４
日(

月)

、

５
日(

火)

、
７
日(

木)

、
８
日

(

金)

、
12
日(

火)

、
14
日(

木)

、

15
日(

金)

の
計
15
日
間
。

時
　
間　

午
後
６
時
～
９
時

定
　
員　

20
名

受
講
料　

４
，
２
０
０
円(

別
途
テ
キ

ス
ト
代
あ
り
ま
す)

内
　
容　

簿
記
を
初
歩
か
ら
学
び
た

い
方
の
た
め
の
入
門
コ
ー
ス

で
す
。
日
商
簿
記
検
定
試
験

３
級
の
受
講
対
策
に
も
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。

※
〔
Ⅰ
〕
と
〔
Ⅱ
〕
の
２
講
座
を
一

括
開
講
し
ま
す
。
単
独
の
受
講
は

で
き
ま
せ
ん
。

対
象
者　

簿
記
に
つ
い
て
学
び
た
い
方

受
付
開
始
日　

７
月
16
日(

金)

【
申
込
み
】

　

規
定
の
用
紙
に
記
入
し
、
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。(

電
話
の
み
で
の
申
し
込

み
は
不
可
。
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
、
規
定
用
紙
を

ご
請
求
下
さ
い
。)

定
員
に
な
り
次
第
、

以
降
は
キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

県
立
都
留
高
等
技
術
専
門
校

　

(

都
留
市
小
形
山
１
番
地)

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
５
５
４
―
４
３
―
８
９
１
１

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
５
５
４
―
４
３
―
８
９
１
２

　「
富
士
北
麓
都
市
計
画
区
域

　
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
住
民

　
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て

　

山
梨
県
で
は
、
富
士
吉
田
市
・
富
士

河
口
湖
町
・
西
桂
町
・
忍
野
村
・
山
中

湖
村
を
含
む
富
士
北
麓
都
市
計
画
区
域

に
お
け
る
今
後
の
都
市
づ
く
り
の
方
向

性
を
示
す
た
め
、
「
富
士
北
麓
都
市
計

画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
を
策
定
中

で
す
。
こ
の
計
画
に
富
士
吉
田
市
・
富

士
河
口
湖
町
・
西
桂
町
・
忍
野
村
・
山

中
湖
村
の
皆
様
の
ご
意
見
を
反
映
さ
せ

て
い
た
だ
く
た
め
、
次
の
と
お
り
説
明

会
及
び
意
見
交
換
会
を
開
催
し
ま
す
。

○
日
時　

７
月
22
日
（
木
）

　

午
後
７
時
30
分
～
午
後
８
時
30
分

○
場
所　

　

富
士
吉
田
合
同
庁
舎　

大
会
議
室

　

（
富
士
吉
田
市
上
吉
田
１
―
２
―
５

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
５
５
５
―
２
４
―
９
０
５
０
）

○
内
容　

「
富
士
北
麓
都
市
計
画
区
域

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
素
案
）」
に
つ

い
て　

意
見
交
換

○
そ
の
他　

参
加
無
料

　

（
事
前
の
申
込
等
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。）

○
問
い
合
わ
せ

　

山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
５
５
―
２
２
３
―
１
７
１
６

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
５
５
―
２
２
５
―
１
７
２
４

２
０
１
０
Ｈ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
Ｋ
Ｕ

｢

夏
休
み
陸
上
教
室｣

短
距
離

開
催
日　

平
成
22
年
７
月
19
日(

月)

　
　
　
　

｢

海
の
日｣

受
　
付　

午
前
９
時　

※
雨
天
中
止

場
　
所　

富
士
北
麓
公
園
陸
上
競
技
場

内
　
容　

日
本
陸
上
競
技
短
距
離
強

化
コ
ー
チ
に
よ
る
講
義
お
よ

び
実
技
指
導

対
　
象　

県
内
在
住
の
小
学
生(

４
、

５
、６
年
生)

、
中
学
生　

保
護

者
、
又
は
責
任
者
の
同
伴
が
可

能
な
児
童
、
生
徒
と
し
ま
す
。

参
加
料　

無
料

定
　
員　

先
着　

１
０
０
名

申
込
方
法　

所
定
の
申
込
用
紙
に
ボ
ー

ル
ペ
ン
で
必
要
事
項
を
記
入

し
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
郵
便
、
又
は
窓

口
に
直
接
お
申
込
み
下
さ
い
。

申
込
期
間　

平
成
22
年
６
月
20
日

(

日)

～
７
月
11
日(

日)

　
　
　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

訓
練
内
容

Ｉ
Ｔ
の
基
礎
知
識(

Ｏ
Ａ
機
器
操
作

方
法)

・
パ
ソ
コ
ン
の
操
作
法(

ワ
ー

プ
ロ
・
表
計
算
機
能
等)

の
習
得

応
募
資
格

求
職
者(

原
則
と
し
て
公
共
職
業
安

定
所
に
求
職
登
録
を
し
、
職
業
相

談
を
う
け
た
結
果
、
公
共
職
業
安

定
所
長
が
受
講
あ
っ
せ
ん
す
る
方)

受
講
無
料

　
(

教
材
費
な
ど
は
自
己
負
担)

　

７
月
23
日
締
め
切
り

入
校
選
考
日

　

応
募
者
に
別
途
通
知

・
訓
練
場
所

・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

県
立
都
留
高
等
技
術
専
門
校

　

(

都
留
市
小
形
山
１
番
地)

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
５
５
４
―
４
３
―
８
９
１
１

　
在
職
者
訓
練
の
訓
練
生
を

　
募
集
し
ま
す

●
エ
ク
セ
ル　

応
用

日
　
程　

９
月
６
日(

月)

、
７
日

(

火)

、
９
日(

木)

、
10
日

(

金)

、13
日(

月)

、14
日(

火)

、

の
計
６
日
間
。

時
　
間　

午
後
６
時
～
９
時

定
　
員　

20
名

受
講
料　

２
，
１
０
０
円

内
　
容　

表
計
算
ソ
フ
ト
の
デ
ー
タ
検

券種 区分 料金 通常料金

フ
リ
ー
パ
ス
券

大人 2,900 円 4,800 円

中人 2,600 円 4,300 円

小人 2,200 円 3,500 円

入
園
券

大人 500 円 1,200 円

中人 500 円 1,200 円

小人 300 円 600 円

町
か
ら
の
お
知
ら
せ

そ
の
他
の
お
知
ら
せ

保
育
所
・
児
童
館

行
事
予
定
・
人
の
う
ご
き
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１．採用職種及び採用予定人員

（１）職　　　　種　消防吏員

（２）採用予定人員　８名

２．受験資格

（１）この試験が受けられる者

　①大　学　卒：昭和 59 年４月２日

から平成元年４月１

日までに生まれた者

　②高校以上卒：昭和 61 年４月２日

から平成５年４月１

日までに生まれた者

　③平成 23 年３月前記各学校を卒業

見込みの者

（２）身体要件

　①身長：１．６メートル以上

　②胸囲：身長の２分の１以上

　③体重：５２キログラム以上

　④体質：健全で四肢に支障のない者

　　　　　（呼吸器・心臓疾患・腹部

　　　　　内臓器に疾病のない者）

　⑤視力：弁色力及び聴力が完全であ

　　　　　る者

　⑥言語明瞭で発声充分である者

（３）住所要件

　採用時において構成市町村に住所を

有し、その後も当該地域に継続して居

住するもの。

３．欠格条項

（１）日本の国籍を有しない者

（２）成年被後見人及び被保佐人

（３）禁錮以上の刑に処せられ、その

執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの

者

（４）当該地方公共団体において懲戒

免職の処分を受け、当該処分の

日から２年を経過しない者

（５）日本国憲法又はその下に成立し

た政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結

成し、又はこれに加入した者

４．受験手続及び受付期間

（１）山梨県町村職員統一採用試験申

込書に記入して申込み下さい。

　郵送の場合は、封筒の表に「町村職

受験」と朱書きし書留郵便にして下さ

い。なお「受験票」には宛先を明記し、

50 円切手を貼って下さい。

（２）申込書の受付期間

　平成 22 年７月 20 日（火）から８

月 10 日（火）まで

　受付時間は午前８時 30 分から午後

５時 30 分までとする。（土曜、日曜

日及び祝祭日は除きます。）

　なお、郵送の場合は８月 10 日消印

のあるものまで受け付します。

（３）申込先及び問合せ先

〒４０３－８５９９

富士吉田市下吉田１８９６番地

富士五湖広域行政事務組合富士五湖消

防本部　管理課

電話　０５５５－２２－４４２８

５．第一次試験

（１）日時及び場所

　平成 22 年９月 19 日（日）午前９時 00 分

　（受付時間午前８時 30 分から）

　山梨県立大学（池田キャンパス）

　甲府市池田１－６－１

（２）試験方法

　①教養試験（公務員として必要な知

識・技能について）

　②消防適正検査（消防職員としての

適応性の検査を行なう）

６．第二次試験

（１）日時及び場所

　平成 22 年 11 月上旬に行いますが、

日時場所等については第一次試験合格

者に通知します。

（２）試験方法

　①文書による表現力等についての試験

　②人物についての面接による試験

　③一般性格診断検査

　④職務遂行

に 必 要 な

体 力 度 試

験（ 運 動

靴、ジャー

ジを持参）

申
込
先　

　

〒
４
０
３
―
０
０
０
５

　

山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
５
０
０
０

　

(

財)

山
梨
県
体
育
協
会

　

富
士
北
麓
公
園
管
理
事
務
所

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
５
５
５
―
２
４
―
３
６
５
１

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
５
５
５
―
２
４
―
３
３
６
８

　

M
a
il. h

o
k
u
ro

k
u
@

m
fi.o

r.jp

生
物
多
様
性
ま
つ
り
２
０
１
０

テ
ー
マ　

日
本
の｢

気
に
な
る｣

生
き

も
の
展　

～
ピ
ン
チ
な
生
き

も
の
と
エ
イ
リ
ア
ン
～

内
　
容　

生
命
の
つ
な
が
り
に
つ
い

て
、
標
本
展
示
や
工
作
体
験
、

野
外
観
察
会
を
通
じ
て
紹
介

し
ま
す
。

日
　
時　

８
月
１
日(

日)　

　
　
　
　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

場
　
所　

環
境
省
生
物
多
様
性
セ
ン
タ
ー

　
　
　

(

富
士
ス
バ
ル
ラ
イ
ン
沿
い
、

料
金
所
手
前)

対
　
象　

ど
な
た
で
も

参
加
費　

無
料

申
し
込
み　

一
部
イ
ベ
ン
ト
は
事
前

予
約
（
７
月
26
日
（
月
）
午

後
５
時
締
切
）
と
保
険
代
と

し
て
１
人
50
円
必
要

問
い
合
わ
せ
先

　

環
境
省
生
物
多
様
性
セ
ン
タ
ー

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
５
５
５
―
７
２
―
６
０
３
３

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
５
５
５
―
７
２
―
６
０
３
５

　
　

担
当　

葉
山
（
ハ
ヤ
マ
）

　

H
P

　

h
ttp

://w
w

w
.b

io
d
ic.g

o
.jp

/

「
Ｆ
Ｕ
ｊ
ｉ
は
ぎ
れ
ア
ー
ト

コ
ン
テ
ス
ト
」
作
品
募
集

　

　

織
物
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
郡
内
地

域
で
は
、
多
種
多
様
な
織
物
製
品
が
製

造
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
製
品
の

陰
で
多
く
の
「
は
ぎ
れ
」
が
不
要
と
な
り
、

産
業
廃
棄
物
と
し
て
処
分
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
「
は
ぎ
れ
」
を
活
用
し
た
個

性
的
な
ア
ー
ト
作
品
を
募
集
し
ま
す
。

テ
ー
マ　

「
は
ぎ
れ
の
再
生
」

参
加
料　

一
次
審
査
応
募
時　

無
料

　
　
　
　

二
次
審
査
応
募
時　

応
募
作

品
１
点
に
つ
き
１
，
０
０
０
円

一
次
審
査
（
書
類
審
査
）
受
付
期
間

　

９
月
１
日
～
９
月
15
日

は
ぎ
れ
ア
ー
ト
大
賞
１
点
賞

金
20
万
円
、
こ
の
ほ
か
16
点

を
入
賞
作
品
と
し
て
表
彰
し

ま
す
。（
賞
金
あ
り
）

問
い
合
わ
せ
先　
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富士五湖広域行政事務組合消防職員を次のとおり実施します。

平成 22年度富士五湖広域行政事務組合

消防職員採用試験実施要綱
平成22年度富士五湖広域行政事務組合

消防職員採用試験実施要綱
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写真は 12ページの「フォトニュース」！

ちびっこたなばたまつり７／７（水）

・内容　プラネタリウム満天の星空の中、七夕さまの物
語、歌、を楽しみます。夏の星座のお話もあ
ります。

・時間　10：30～ 11：15　11：45～ 12：30
　　　　13：30～ 14：15
・定員　各回50名程
・対象　3歳以上のお子様と保護者
・費用　プラネタリウム観覧料（別途入館料）
・申込　不要

大人のためのプラネタリウム７／ 10（土）

・内容　山形由紀子さんによる「よだかの星」( 宮沢賢治 ) の
朗読を美しい星空とともにお楽しみいただきます。

・時間　17:15 ～ 18:00

・定員　160名
・対象　中学生以上
・費用　500円
・申込　不要

工作の達人養成講座 7/19（月・祝）

おもしろ科学研究所 7/26（月）

山梨県立科学館
　〒400-0023　甲府市愛宕山358-1
　TEL　055-254-8151
　FAX　055-240-0168
　http://www.kagakukan.pref.yamanashi.jp

山梨県立科学館よりお知らせ

５／ 22　
遊戯王カード遊び
　参加した子ども達が自分達でルー
ルを決めておこないました。
　何回か対戦をしシングルバトル・
タッグバトルなどでも楽しみました。
今後は男子の参加出来る事業の要望
もありましたので、どの様な事業が
いいのか…なども話し合いました。
　１位　渡辺こうめい
　２位　渡辺きょうへい
　３位　小山りょうたろう
　４位　宮下なおき
　５位　小林まさひで

６／２
地域子育て創生事業・
アグリキッズ
（幼児親子農業体験）
　今回は白なす・枝豆・モロッコいん
げんの植え付けを行ないました。ま
た、前もって鹿糠さんが植え付けて下
さったカラーピーマン・なす・きゅう
りの支柱立て、ネット張り、シュロ縄
しばりをして、各自名札を付け今後は
自分で育てていきます。子ども達も一
緒に土を掘ったりかぶせたり、隣の田
んぼの水で遊んだり…背中で眠ってし
まった赤ちゃんもいて、お母さん方本
当にお疲れさまでした !(^^)! 青空の
下、とても気持ち良く皆でいい汗をか
きました。家に持ち帰ったミニトマト
の質問や、鹿糠さんの説明に熱心に聞
き入る姿、山へ山菜採りに行くという
話題もあり、若いお母さん方の意外な
一面もうかがえ、作業の手際の良さに
「なるほど！それで…」と納得しまし
た。倉見の畑で若いお母さん方の姿を

見かけましたら応援宜しくお願いしま
す (^.^)/~~~

６／５　
ベイブレードであそぼう！
　６年生のゆうた君・みつき君・じ
んや君・いっそう君・こうめい君が
中心となり、あいさつ・トーナメン
ト表作り・審判等を行い会を進めて
くれました。ベイブレードやスタジ
アムは持参してもらい色々な種類が
ある事にびっくりしました。改造し
たり、交換しあいながらそれぞれが
工夫をしていました。
　家ではできない、対戦相手がいな
い等で遊ぶ機会のなかった子もいた
ので、広い場所で年齢差なく楽しめ
る事がよかったです。“どんな事をす
るのかなぁ？”と見に来た小さいお
友達もいました。参加した子ども達
も６年生の話をよく聞き、６年生は
自覚を持って対応し頼もしさを感じ
ました。
　1位　安留きょうすけ　
　　　　ギャラクシーぺガシス
　2位　岡村ゆうた
　　　　ロックレオーネ
　3位　渡辺こうめい
　　　　アースフェニックス
　4位　高山いっそう
　　　　アースオルソ

　５月の活動は牛乳パックで父の日・
母の日の感謝を込めて写真立てを作
りました。それぞれ素敵なプレゼン
トが出来ました。
　７月１６日（金）いきいき健康福
祉センター　お菓子作りの予定です。
皆さん参加して下さいね (^.^)/~~~

一日保育士
　5月 26日（水）、22年度役員のお父さん、
お母さん方に一日保育士として入室していた
だきました。子ども達はちょっぴり遠慮しな
がらお父さん、お母さん先生と遊んでいまし
たが、すぐに甘えられるようになり、とても
嬉しそうでした。今後もこのような機会を続
けていき、保護者の方々と共に子ども達の成
長を見守っていきたいと思います。

年長児教育ファーム
　年長児参加の野菜作りも今年で 3年目と
なりました。町の方々の協力をいただき少
しづつ取り組んできた農業体験も今では、
園の欠かすことのできない活動となってい
ます。意欲満々の子ども達は、畑に行くと
いつも見ることができないような笑顔で作
業をしています。今年はこれまでに、ジャ
ガイモ、とうもろこし、さつまいも、ナス、
きゅうりなどの苗付けや種まきとペットボ
トル稲作体験をしたり、散歩をしながら畑
に出向いては草取りをし、作物の生長に感
激しているような日々です。これからも収
穫にむけて楽しく畑仕事に取り組んでいき
ます。

虫歯予防教室
　6月 8日（火）虫歯予防教室が行われま
した。エプロンシアターを見たりして、歯
を磨くことの大切さや歯を丈夫にする食べ
物について学びました。その後は、歯磨き
やうがいの仕方を練習し、「バイキンを退
治したよ！」と、とてもとても満足な様子
でした。午後には 3歳児の親子を対象に歯
磨き指導を愛育会の方々にもお手伝いいた
だきカラーテスターを使用しての磨き残し
チェックなどを行い、学び多い一日となり
ました。

児童館活動報告

母親クラブ
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7月・8月上旬 行事予定表
日 曜 日 月 曜 日 火 曜 日 水 曜 日 木 曜 日 金 曜 日 土 曜 日

2625 27 28

21

７月の納税

●固定資産税　第2期　 ●国民健康保険税　　　　第1期
●介護保険料　第1期　 ●後期高齢者医療保険料　第1期

広報に関するご意見･ご感想･ご質問は TEL : 0555-25-2121 FAX : 0555-20-2015
E-mail : kouhou@town.nishikatsura.yamanashi.jp

　

3 4 5 6 7８月

12 13 14

●ひよこ学級
am10:00～12:00

（倉見・畑）

（いきいき健康福祉センター）

●児童館事業
am10:00～12:00

●すくすく１歳児相談
am10:00～12:00

（いきいき健康福祉センター）

●５歳児相談
pm４:00～

（いきいき健康福祉センター）

●献血
am10:00～pm3:00

（いきいき健康福祉センター）

●２歳児相談
pm1：15～

（いきいき健康福祉センター）

98 10 11

1918 20 21 22 23 24

29 30 31

●中学校図書館一般開放日
am10:00～pm3:00

●児童館休館

●中学校図書館一般開放日
am10:00～pm3:00

●児童館休館

（いきいき健康福祉センター）

（いきいき健康福祉センター）

1 2 　

54

●ふれあい健康相談
am10:00～12:00

（ふれあいサロン三つ峠）

●ふれあい健康相談
am10:00～12:00

（ふれあいサロン三つ峠）

●ふれあい健康相談
am10:00～12:00

（ふれあいサロン三つ峠）

6 7 8 9 0

７月

15 16 17

●ひよこ学級
am10:00～12:00

（倉見・畑）

●児童館事業
am10:00～12:00

●両親学級
pm7:30～9:00

（いきいき健康福祉センター）

●のびのび広場
am10:45～11:15

（いきいき健康福祉センター）●１歳6か月健診 pm1:15～
（いきいき健康福祉センター）

いきいきパワーアップ健診申込期間　7月12日(月)から16日(金)まで

1211 13 14

●特定検診及びがん検診
am8:30～10:00

（いきいき健康福祉センター）

●年長児お泊り保育
（保育所）

●特定検診及びがん検診
am8:30～10:00

（いきいき健康福祉センター）
●年長児お泊り保育

3

1

●中学校図書館一般開放日
am10:00～pm3:00

●児童館休館

●資源化物回収
am7:00～

（保育所）
●児童館事業

am10:00～12：00

●児童館休館

●乳児健診
pm1：30～

（いきいき健康福祉センター）

海の日
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人 口 と 世 帯
平成 22年６月１日現在

 男 　2 ,329  人 （－１）

 女 　2 ,433  人 （－１）

合計　4 ,762  人 （－２）

世帯　1,511 世帯（＋１）
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この広報誌は環境保護のため、再生紙、大豆油インキを使用しています。
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